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民族教育に対する差別的意図に 
基づく州法と司法審査

――アリゾナ州の事例を素材に――
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はじめに

　本稿は、アリゾナ州で民族教育が禁止された事件について、その憲法上の

論点を概観するものである。

　アメリカでは、かつては分離教育が進められていたが、1954年の Brown

判決1）で、人種別学が違憲と判断されたのは周知のとおりである。これをう

１）　Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 （1954）.
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けて、1970年代に、教育における人種差別撤廃のための救済手段の一つとし

て、民族教育は発展してきた2）。民族教育は、マイノリティの生徒と白人生

徒との間の教育的ギャップを架橋するという点において成功したといわれて

いる3）。特にマイノリティの多い州では、民族教育プログラムは、ステレオ

タイプを暴いたり、異なる民族間の理解を改善したり、また国家の一体性を

高めたりするなどの方法の１つであるとも言われている4）。しかしながら、

特に近年では、人種・民族構成の変化など様々な理由から、民族教育が民族

間の対立を煽るものであるという批判など、民族教育は様々な批判にさらさ

れるようになってきた。本稿では、歴史的に多くのメキシコ系アメリカ人が

居住するアリゾナ州の民族教育を禁止する州法が、修正14条及び修正１条に

反するか否かが問題となった事件を概観する。

１　アリゾナ州の民族教育をめぐる事件

（１）　Arce v. Douglas5）

①　事　実

　ツーソン6）統一学区（Tucson Unified School District、以下 TUSD とする）

に居住する子どもは、その約６割がメキシコ人や他のヒスパニック系である。

ツーソン教育委員会は、それらの子どもが、自身の文化的な遺産やコミュニ

ティについてより多く知るという利益があると考え、公立学校において、メ

キシコ系アメリカ人学（Mexican American Studies、以下 MAS とする）プ

ログラムを始めた。同プログラムは1998年に開始され、後に拡大していった。

２）　M. Isabel Medina, Silencing Talk about Race: Why Arizona’s Prohibition of Ethnic Studies 

Violate Equality, 45 HASTING CONST. L. QUARTERLY 47, 48 （2017）.
３）　Id. at 49.
４）　Id. at 50.
５）　Arce v. Douglas, 793 F.3d 968, 976-977 （9th Cir. 2015）.
６）　アリゾナ州南東部に位置する都市。
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このプログラムは、歴史的なそして現代のメキシコ系アメリカ人の寄与を教

育用プログラムに組み入れることによって、幼稚園から12年生まで、文化に

関連したカリキュラムを課そうとするものであった。

　このプログラムは目覚ましい成果を上げていた7）。それにもかかわらず、
MASのプログラムを終わらせようとする州の職員が増えていった。2006年、

ツーソン高校における集会で、ゲストスピーカーが、「共和党員はラテン系

を憎悪している」と発言したことが大きな問題となった。当時アリゾナ州の

公教育局長であった Tom Horne は、上記の発言が「ヘイト・スピーチ」で

あると述べ、これに反論するために、すぐさま次官の Margaret Garcia-
Gugan を派遣した。Garcia-Gugan の演説の間、生徒たちは質問をすること

を許されていなかったため、口をテープで覆うなどして沈黙のデモンストレ

ーションを行った。Horne は、生徒たちによるこの抗議を、「無礼である」

と非難し、またツーソンの MAS コミュニティに対して、MAS プログラムは

このように振舞うように生徒を教えているのかと批判した。また、Horne は、
MAS が、メキシコ系アメリカ人のコミュニティ内で「人種間の憤り」を促

進するものであると批判し、ツーソンの MAS プログラムを終わらせようと

する自身の立場を明らかにする公開状を発行した。この公開状が MAS プロ

グラムを非難しているにもかかわらず、ツーソンは、人気があり成功を収め

ているこのプログラムを続けた。これにフラストレーションをためた Horne

は、立法化に向けて労力を割くことにした。

　アリゾナ州は、2010年に H.B.2281（アリゾナ州法典（A.R.S.）§15-111お

よび §15-112として成文化された）を制定した。A.R.S.§15-112（A）は、

学区やチャーター・スクールに対して、（１）合衆国政府を転覆することを

奨励する、または（２）人種や階級に対する憤りを促進する、または（３）

７）　See Amici Curiae Brief on Behalf of Chief Earl Warren Institute on Law and Social Policy, 
and the Anti-Defamation League, In Support of Plaintiffs-Appellants, Arce v. Huppenthal, Nos. 
13-15657, 13-15760 （9th Cir. Nov. 25, 2013） ［hereinafter “Warren Institute”］; たとえば、2005
年〜2010年の６年間で、MAS プログラムを受講したヒスパニックの生徒の累積卒業率は、そ
うでないヒスパニックの生徒に比べて7.7％高かったことなどが挙げられる。
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主として特定の民族集団の生徒のために立案された、または（４）生徒を個

人として扱わずに民族の連帯を唱道することのいずれかを内容とするプログ

ラムを禁止した。州教育委員会や公教育局長が、学区が同法に違反している

と決定した場合、コンプライアンス（プログラムの削除など）を達成するた

めに60日の猶予が与えられる。それが達成できない場合には、州教育委員会

や公教育局長は、州の教育省に対して、学区への州の予算を10％切り下げる

ことを命じることができる。なお、当事者たちは、同法が MAS をほぼ念頭

において制定されたことは争っていない。MAS は、同法に違反したとされ

た最初かつ唯一の民族教育だった。

　2010年10月18日に、10人の教員と TUSD の MAS プログラムのディレクタ

ーが、同法が TUSD の生徒の修正１条及び修正14条の権利を侵害している

として、訴訟を提起した。後に、Maya Arce と Korina Lopez という２人の

生 徒 が、 訴 訟 代 理 人 で あ る 両 親 と 共 に 加 わ っ た。 さ ら に、Nicolas 
Dominguez とその訴訟代理人である彼の母も加わった。しかし、Nicolas 
Mominguez と Korina Lopez は、高校卒業後に、自主的に上訴を取り下げた。

また、教員及びディレクターの訴えは、原告適格がないとして、認められな

かった。こうして、残った原告は、Maya Arce とその父であり訴訟代理人で

ある Sean Arce だけとなった。

　2013年３月８日、連邦地裁は、§15-112（A）（３）について、過度に広

範であることを理由とする、原告側勝訴のサマリージャッジメントのみを認

め、そのほかの修正１条の主張については、被告側勝訴のサマリージャッジ

メントを認めた。また、裁判所は、原告が求める暫定的差止命令は認めなか

った。最後に、連邦地裁は、平等保護条項については、職権により被告側勝

訴の、サマリージャッジメントを認めた。連邦地裁は、§15-112（A）（３）

は他の条項から切り離すことが可能であり、同条のみが違憲であると判断し

た8）。

　原告は、修正14条の平等条項の主張、§15-112（A）（２）と §15-112（A）

８）　Acosta v. Huppenthal, 2013 WL 871892 （D. Ariz. Mar. 8, 2013）.
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（４）についての修正１条の過度広範性の主張、観点差別の主張、そして修

正14条の曖昧性の主張に対する連邦地裁の判断について上訴した。被告は、

連邦地裁が §15-112（A）（３）が過度に広範であるとした点について、交

差上訴した。

②　第９巡回区連邦控訴裁判所の判断

（a）　修正14条についての判断

　Rakoff 裁判官は、地裁が修正14条の主張について、被告側勝訴のサマリ

ージャッジメントを認めたことを批判する9）。そして、A.R.S.§15-112が修正

14条に違反するか否かを検討する10）。Rakoff 裁判官は、まず同法が文面上差

別的であるとの主張を否定して、同条は文面上差別的ではないとする。しか

し、同裁判官は、同条及び／または MAS プログラムに対するその執行が、

差別的な意図に基づくものである場合には、同法は違憲となると指摘する。

同裁判官は、原告は問題となった行為について、差別的な目的が唯一の目的

であると証明する必要はないとしたうえで、被告が差別的な目的に基づいて

行 為 し た か 否 か の 判 断 基 準 と し て、Village of Arlington Heights v. 
Metropolitan Housing Development Corp.11）（以下、「Arlington Heights 判決」

とする）で示されて基準を引用する。Arlington Heights 判決で最高裁は、（１）

公権力の行為のインパクト及び、それが人種的マイノリティに対して、他の

手段と比べてより多く影響しているか否か、（２）その決定の歴史的な背景、

（３）訴訟へと導いた特定の出来事の結果、（４）通常の手続きまたは実質的

な結論からの被告の乖離、（５）関連する立法過程及び行政過程、という５

つの要素を考慮して、差別的な目的があったか否かを判断する。Rakoff 裁

判官によると、Arlington Heights 判決に依拠する場合、差別的な動機の指摘

９）　Arce, 793 F.3d 977； この論点については、ここでは検討しない。
10）　Id. at 977-981.
11）　Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp., 429 U.S. 252 

（1977）.
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は、事実認定者により解決されうる問題を提起するだけで足りる。

　Arlington Heights 判決の要素（１）について、Rakoff 裁判官は、Maya 
Arce のようなメキシコ系アメリカ人の生徒に対して異なる影響を与えるこ

とについては、明白であると指摘する。被告は、同法が MAS プログラムに

対する不満に対応するために制定され、また、MAS プログラムに対しての

み適用されてきたことを認めている。したがって、同法及び同法の執行は、

メキシコ系アメリカ人や他のヒスパニック系の生徒に対して本質的に異なる

インパクトを与えてきた。

　Rakoff 裁判官は、続いて（５）の要素について検討する。そして、
A.R.S.§15-112の立法過程及びその執行に至る一連の出来事（行政過程も含

む）は、差別的な意図を十分に示していると指摘する。後に §15-112に編

入される H.B.2281のヒアリングにおいて、MAS のプログラムは、立法努力

が向けられた唯一の標的であった。下院の教育委員会において、下院議員の
Steve Montenegro は、MAS を、「人種闘争」を引き起こすものとみなしてい

た。また、前教育局長の Horne は、MAS プログラムは、MeCHA という、「北

米はBronze peoplesの土地である」と主張する集団を助長すると述べていた。

彼は、「MeCHA の T シャツを着た TUSD の高校の司書」を目撃したとも述

べている。Rakoff 裁判官は、これらの声明は、行政過程と合わせて考えると、

少なくとも、人種憎悪が、立法が通過したことの底に潜んでいるというもっ

ともらしい推論を提起する。

　また、同裁判官は、行政過程を考慮することは、Arlington Heights の（２）、

（３）、（４）の要素を評価するにあたり影響を与えると指摘する。H.B.2281

が立法府を通過しているとき、後の教育局長である John Huppenthal は、州

の上院議員であり、上院の教育に関する説明責任及び改革委員会の議長でも

あった。州知事であった Brewer が H.B.2281に署名するおよそ１カ月前に、
Huppenthal は、州の局長に対して、学校区が州法に違反しているか否かを

決定する権限を与える修正条項を提案し、それが上院で採用され、§15-112

に組み込まれた。そして、H.B.2281施行前に、州の公教育局長に立候補して
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当選した。その過程で、彼は、もし当選したならば「La Raza を止める」こ

とを制約する旨の選挙広告をラジオで放送した。Huppenthal が局長に立候

補したのと同じ頃、前局長の Horne は、アリゾナ州司法長官に立候補して

いた。選挙戦において、Horne はビデオの中で、Raza Studies プログラムを

中止するために尽力する旨述べていた。A.R.S.§15-112が施行される前日及

び Horne が Huppenthal に局長のポジションを引き渡す前日である2010年12

月30日に、Horne は、TUSD が、まだ施行されていない §15-112に違反して

いる旨の調査結果を発表し、TUSD に対して60日以内に MAS コースを廃止

しなければ予算を10％留保すると指導した。局長に就任した2011年１月４日

に、Huppenthal はすぐに、Horne の調査結果を支持して、TUSD は Horne

の調査結果から60日以内に、プログラムを §15-112を完全に遵守するよう

にする責任がある旨述べているプレスリリースを発行した。ただし、
Huppenthal は、Horne の調査結果をすぐに履行することなく、Cambium 
Learning（以下、「CL」とする）に MAS プログラムを審査して、同プログ

ラムが A.R.S.§15-112に適合しているか否かを決定するように委任した。CL

は、教室を訪れ、教材を審査して、また、様々な利害関係人にインタビュー

するなどして、MAS の調査に２カ月費やした。2011年５月に、CL は、MAS

が A.R.S.§15-112に反しているとの証拠はないとするレポートを発表した。

それにもかかわらず、Huppenthal は、彼自身が委任した CL が出した結論

を拒絶した。そして、新たにアリゾナ州教育省に調査を命じたが、一部の教

材及び MAS の HP のみしか調査しなかった。しかし、Huppenthal は、アリ

ゾナ教育省の調査結果に従って、MAS プログラムは A.R.S.§15-112に違反す

ると認定した。

　連邦地裁は、CL レポートの欠陥が、Huppenthal に同レポートを無視する

合理的な理由を与えたと判示した。しかし、Huppenthal には CL レポート

を拒絶する根拠はない。Huppenthal がレポートを拒絶した理由の背後にあ

る動機が同レポートの欠陥にあるのか、あるいは、MAS プログラムが
A.R.S.§15-112に反すると認定するというあらかじめ決められた意図がある
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のか否かが問題となる。

　要するに、Arlington Heights 判決の５つの要素を証拠に適用すると、ここ

で問題となっている A.R.S.§15-112の制定及び／または執行が、少なくとも

部分的には、MAS の生徒たちに対する、人種や出自を理由とした差別的な

意図によって動機づけられているか否かについての重要な事実に関する真の

争点を提起する十分な証拠がある。従って、我々は平等保護の主張について、

被告側勝訴のサマリージャッジメントを認めた地裁の判断を破棄して、審理

のために地裁に差し戻す。

（b）　修正１条についての判断

　Rakoff 裁判官は、続いて修正１条の主張について検討する12）。原告は、
A.R.S.§15-112の執行は、TUSD の生徒の情報や思想を受領する権利を阻害

するものであるため、修正１条の権利が関係すると主張する。Pico 判決13）

において、最高裁は、思想を受領する権利は、その受領者が、表現、プレス、

そして政治的な自由の権利を有意義に行使するために不可欠のものであり、

したがって学校は、書籍に書かれている思想に対する不同意を理由に、ある

いは生徒に対して政治的な正説を押し付けることを目的として、特定の物を

図書館から排除してはならないと判示した。Monteiro 判決14）において、本

裁判所は、この権利が学校のカリキュラムの発展という文脈において生徒が

情報を受領する権利にも拡張されると判示した。ただし、Monteiro 判決は、

保護者あるいは保護者グループという第三者が、学校が生徒のために備え、

読むように求める書籍を制限することができる範囲にかかわっていた。我々

は、ここで示されている争点、すなわち州の局長が、自身の評価という基準

によって特定の教材を生徒から離すことを決定できるかという問題につい

て、まだ直面したことがない。

12）　Arce, 793 F.3d at 981-990.
13）　Board of Education v. Pico, 457 U.S. 853 （1982）.
14）　Monteiro v. Tempe Union High School District, 158 F.3d 1022 （９th Cir. 1998）.
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　原告は、学校の行為が政府言論であると考えられ、したがってフォーラム

または観点差別から免除されるとした事例を先例とするべきであると主張し

た。しかし、これらの判決は生徒の修正１条の権利にかかわるものではなく、

本件には適用できない。少なくとも、政府言論の分析については、本件とは

区別できる。

　我々は、生徒の情報や思想を受領する権利の観点から地方の教育委員会に

よって認められたカリキュラムとして示された教室内での教材を制約する州

の決定に対して、適切な審査基準を決定する仕事に取り組む。この分析は、

生徒の修正１条の権利と州の教育に関する権限との間の微妙なバランスに必

然的にかかわる。生徒は、その表現の自由を、校門で放棄するわけではない。

これらの権利は、学校という環境の独特の性質の観点から適用されなければ

ならない。

　少なくとも４つの連邦巡回区控訴裁判所が、学校のカリキュラムという文

脈における修正１条の権利について取り組んでいる。それらの判決は、政府

に対して様々なレベルの寛大さを与えてきた基準を発展させてきた。例えば、

第11巡回区と第８巡回区は、情報への生徒のアクセスを制限する正当な理由

を示すよう、学校に求めていた。第７巡回区と第５巡回区は、学校のカリキ

ュラムを削減する広い余地を政府に認めた。

　 本 件 で は、 地 裁 は、 第11巡 回 区 の Virgil v. School Board of Columbia 
County15）に依拠して、また、連邦最高裁の Kuhlmeier 判決16）の基準を適用

した。我々は、Kuhlmeier 判決の法理が、生徒の、他の状態では利用できる

ような教材へのアクセスを制限するような州による学校カリキュラムの制限

は、正当な教育上の関心に合理的に関係している場合にのみ許容されるとい

うことを確立したと解釈できるという、地裁の判断に同意する。広い裁量を

与えることは、言論、プレス、そして政治的な自由を有効に行使するために

必要な個人の見識や経験を発展させる生徒の能力を実質的に妨げる可能性を

15）　862 F.2d 1517 （11th Cir. 1989）.
16）　Hazelwood School District v. Kuhmeier, 484 U.S. 260 （1988）.
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有する。従って、我々は、地裁で採用された基準を採用して、州は、正当な

教育上の関心に合理的に関連していない場合には、そうでなければ教室で利

用できる教材を排除してはならないと判示する。

　原告は、（A）２、（A）３、及び（A）４が過度に広範であると主張してい

る。これに対して、Rakoff 裁判官は、（A）２および（A）４は過度に広範で

はないとする地裁に同意している17）。地裁が過度に広範であると判断した唯

一の条項が（A）３である。地裁は、同条が仕えるいかなる正当な目的も、（A）

２及び（A）４に既に含まれていると判示している。地裁は、主として特定

の民族集団の生徒のために立案された科目が、人種や階級に対する憤りを促

進せず、また、生徒を個人として扱うのではなく民族の連帯を唱道しない場

合に、そのような科目を禁止することによりどのような正当な目的があるだ

ろうか、と問う。我々も同意する。（A）３は生徒たちに大きな価値を与え

うる民族教育科目を教えることを萎縮させる。したがって、我々は、（A）

３が過度に広範であるとする地裁判決を支持する。

　次に、Rakoff 裁判官は、A.R.S.§15-112が曖昧ゆえに無効であるとする原

告の主張を検討する。原告は、（A）２と（A）４について、これらの条項は、

十分に客観的な意味を持たず、アドホックで主観的な執行の危険があるため、

曖昧であると主張する。これに対して、Rakoff 裁判官は、これらの条項の

文言を同法全体の文脈で読むと、通常の知性を持った者に対してどのような

行為が禁止されるのかについて、公平な告知を与えているとして、原告の主

張を認めなかった地裁判断に同意した。

　最後に、（A）３が同法から分離可能であるかという論点について、Rakoff

裁判官は、他の条項が（A）３なしに執行できない、あるいは立法者は（A）

３なしには同法を制定しなかったであろうと結論付ける理由はないとする地

17）　Rakoff 裁判官は、（A）２については、個々の生徒の言論や教室での議論を規制するもので
はないなどと述べて、過度に広範な規制ではないとした地裁の判断に同意する。また、（A）
４については、生徒を個人として扱わずに民族の連帯を唱道するという、人種主義の異なる形
態となっている科目のみを規制していることから、同条は人種主義を減らすという州の正当な
教育目的についての利益と合理的に関連するものであると判断している。
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裁判決に同意した。

　同事件は、事実審のために差し戻された。アリゾナ地区連邦地方裁判所に

おいて差戻審を判断したのは、本件の第１審である Acosta v. Huppenthal と

同じく A. Wallance Tashima 裁判官である。ここでは、ただ１人残っていた

最初の原告である Arce が次の春に卒業する予定であるため、ムートとなる

ことを回避するために、新たに原告として TUSD の生徒である Elias 
Gonzalez ら２人を加えることを求める補正申し立て（motion to amend）が

認められた18）。

（２）　Gonzalez v. Douglas19）

　アリゾナ地区連邦地方裁判所は、2017年に判決を下した。

①　修正14条についての判断

　Tashima 裁判官は、詳細な事実認定をする20）。その後、修正14条について

判断する。同裁判官は、Arce 判決に従って、Arlington Heights 判決の５要

素により、A.R.S.§15-112が差別的な目的により制定されたか否かを判断する。

　Tashima 裁判官は、法の制定について判断する21）。Huppenthal のブログの

コメントは、A.R.S.§15-112を制定するという決定が、人種的悪意に影響さ

れているという最も重要で直接的な証拠を提供する。彼のいくつかのブログ

のコメントは、メキシコ系アメリカ人全体に対する憎悪を伝えている22）。ま

た、MAS のプログラム及び教師について、人種差別的な用語で言及し貶し

ているコメントもある23）。これらのコメントは、立法過程における議論や表

18）　Arce v. Douglas, 2015 WL 12940182 （2015）.
19）　Gonzalez v. Douglas, 269 F.Supp.3d 948 （D.Ariz. 2017）.
20）　Id. at 950-964.
21）　Id. at 965-968.
22）　“No Spanish radio stations, no Spanish billboards, no Spanish TV stations, no Spanish 

newspapers. This is America, speak English” などのコメントがある。Id. at 965.
23）　“MAS ＝ KKK in a different color” などのコメントがある。Id.
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決のすぐ後になされており、この期間の Huppenthal の心理状態を立証する

ものである。これに対して、被告は、表面上は人種について中立的である
Huppenthal の公式声明の方が彼の真の意思を示していると述べる。これに

ついて、裁判所は納得しない。ブログコメントは、公式声明よりも
Huppenthalの心理状態を明らかにしている。なぜならば、匿名という外観は、
Huppenthal に対して、率直に話す安全域と思われるものを提供するからで

ある。Huppenthal が偽名を使ったということは、罪の意識を示している。

もしその煽動的な声明が適切であると考えていたならば、自身の個人情報を

隠さなかっただろう。

　次に、Arlington Heights 判決の５要素に従って、状況証拠を評価しよう。

最初の要素は、法の制定は、ラテン系に対して本質的に異なるインパクトを

持つか否かである。Arce 判決で裁判所が示したように、MAS プログラムを

排除するという決定が人種的マイノリティにより大きな負担を与えることに

ついて、被告は争っていない。プログラムが廃止されたとき、MAS コース

に入学する生徒のおよそ90％はラテン系だった。さらに、Cabrera のレポー

トは、MAS プログラムは特にラテン系の生徒に有益であったことを示して

いる。したがって、MAS プログラムを標的とした §15-112の制定が、ラテ

ン系の生徒にとって本質的に異なるインパクトを持つことについて、何ら疑

問はない。

　２つ目の要素は、差別の歴史的な背景である。この要素を支える証拠は、

差別的な動機についてもそれを支持する。アリゾナ州の学校は、20世紀を通

じて人種分離を実施してきており、それが統合のための多くの訴訟を導いた。

連邦の統合命令は今日でも効力を有しており、TUSD に対して、メキシコ系

アメリカ人についての歴史的な「分離的な意図」を排除するように要求して

いる。MAS のプログラムは、歴史的な分離の有害な効果の救済に向けた現

在進行中の努力の一部として実行されている。

　３、４番目の要素について、裁判所は、§15-112の制定は２つの点におい

てイレギュラーであると認定している。１つは、同法が、アリゾナ州内の１
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つの学校区において用いられている１つの教育的プログラムを標的にして制

定された点である。Horne の公開状は、この問題が地方の学校区により解決

されるべきであることを示しており、また、Huppenthal は、当初はこの問

題は地方で解決されるべきであるという理由で H.B.2281には反対していた。

２つ目として、MAS に関する問題に取り組むために既存の法を適用するこ

とができた点である。

　最後の要素は、立法過程である。Arce 判決で、第９巡回区控訴裁判所は、

立法過程において、過度に差別的な表現が含まれていたことを指摘する。同

裁 判 所 は、MAS は 人 種 的 福 祉 を 作 り 出 し て い る と い う 下 院 議 員 の
Montenegro の声明を指摘する。他にも Horne の声明や、同法案に賛成した

他の立法者による同様の声明に依拠している。Horne の声明について、同裁

判所はそこから、H.B.2281を成立させようとした彼の努力の背後には人種的

な敵意があったことを推論している。また、「もし異なる文化を求めるなら、

その文化に帰れ。ここはアメリカだ」という下院議員 Kavanagh の声明もま

た差別的目的を明らかにしている。最後に、裁判所は、立法手続や他の公開

討論の間に、Horne や Huppenthal、そしてほかの州職員が、メキシコ系ア

メリカ人に軽蔑的なやり方で言及する婉曲語を用いていることを認定する。

婉曲語の利用は、差別的な意図を表している。婉曲語が人種的敵意を示すか

否かは、地方の慣習や歴史的な用法を含む要素による。婉曲語がヒスパニッ

ク系に対するステレオタイプを構成する場合、人種的敵意が推定される。

　次に、Tashima 裁判官は、法の執行について判断する24）。Huppenthal のブ

ログのコメントは、人種的敵意が、MAS に対する A.R.S.§15-112の執行を動

機づけたという強力な証拠を提供する。当時の Huppenthal は教育局長、す

なわち執行に関する最終的な決定権者であったため、ブログのコメントは、

州法の執行の背景にある理由について、より強い証拠能力を有する。MAS

に対して A.R.S.§15-112を執行している際に、Huppenthal は、メキシコ系ア

24）　Id. at 968-972.
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メリカ人を集団として軽蔑するようなコメントを書き続け、そして、それは

彼の MAS プログラムに対する戦いについての見解と結びついている。

　さらなる敵意の直接証拠を提供するのは、メキシコ系アメリカ人が、「特

にその執行の対象とされた」という事実である。Horne と Huppenthal は、

他の民族教育プログラムについて知っており、またそれらが A.R.S.§15-112

に違反しているという証拠も持っていた。それにもかかわらず、MAS は、

これまでで同法が唯一執行されたプログラムであり、実際に、同法違反の可

能性があるために調査された唯一のプログラムでもある。

　次に、裁判所は、同法の執行が差別的な敵意に動機づけられたという状況

証拠について検討する。本質的に異なるインパクトについて、被告は、メキ

シコ系アメリカ人が執行の矛先であったことについては争っておらず、この

点は執行という文脈においてより明確である。すなわち、A.R.S.§15-112は
MAS のプログラムに対してのみ執行された。裁判所はまた、同法の執行と

いう文脈において、２番目の要素（決定の歴史的背景）について取り組む。

同様に理由で、この要素は、被告がメキシコ系アメリカ人に対して差別をす

る意図があったという事実認定に有利に働く。

　裁判所は、次に、同法の執行に向けた Horne と Huppenthal の尽力を構成

する一連のできごと及び、これらのできごとが手続的及び実体的なイレギュ

ラーを必然と伴うか以下について検討する。この執行への尽力は、イレギュ

ラーで満ち溢れている。初めから、HorneのMASプログラムに対する調査は、

薄く一方的な証拠に基づいた根拠薄弱な結論を引き出している。例えば、
Horne は、調査の一環として MAS の教室を訪れることを拒むと率直に述べ

ている。彼がプログラムについて持っていた情報は極めて限られていた。

　イレギュラーはこれだけではない。Horne は、A.R.S.§15-112が施行され

る前の2010年12月30日に、MAS プログラムが同法に反していると認定して

いる。施行されていない法律を適用することは違法であり、差別的意図を示

している。Horne の事実認定は、法律が制定される前に行われた行為に基づ

いており、したがって、当時は適法であった行為に対して法律をさかのぼっ
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て適用したことになる。Huppenthal が就任した時、彼は即座にこの不適切

な事実認定に対して賛意を示した。Huppenthal は独立した監査役を雇った

が、その監視役が MAS プログラムに対する彼の先入観を承認しなかったと

き、Huppenthal は彼らの事実認定を拒絶した。さらに、Huppenthal が示した、

監査を拒絶する３つの理由のどれも信用できない。したがって、当裁判所は、
Huppenthal が Cambium レポートを拒絶したことは、MAS プログラムは
A.R.S.§15-112に反すると認定するという予め決められた意図に基づくもの

であると確信する。

　次に、Huppenthal と彼のスタッフは、独自の調査をしている。これは、

もう１つのイレギュラーを示している。調査の結論において、Huppenthalは、
MAS プログラムは同法に違反しているという事実認定を公表した。この事

実認定は、教育資料の欠如と教科書の内容にのみ基づいている。この事実認

定の根拠はそれを支持するものではなく、したがって、その根拠は口実に過

ぎない。

　事実審において Hrabluk は、カリキュラムの欠陥は間接的に違反という事

実認定を支持すると主張したが、この主張ですら審査の下では崩壊する。彼

女と他の ADE の証人は、彼女らは確定したカリキュラムを見ておらず、ま

た教室を訪れてもいないことを認めた。さらに彼女らは、確定したカリキュ

ラムや教室の訪問なしには、何が教えられていたのかを知ることは不可能だ

ったということも認めた。したがって、Huppenthal や彼のスタッフの事実

認定は、何らの論理的な根拠のないものだった。さらに悪いことに、合理的

に作成されていない資料から結論を引き出すにあたり、ADE 職員は必然的

に、MAS の教師たちは生徒を教化する目的を持って資料を示しているとい

う支持を得られない推論に依拠することになる。このような根拠のない推論

はそれ自体が否定的なステレオタイプである。

　執行は MAS の教師についての差別的な推論に基づいているという裁判所

の結論は、Horne や Huppenthal 自身の声明によって支持される。両者は、
MAS の教室で何が行われていたかについての MAS の教師や生徒たちの話に
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ついての根拠のない、しかし一様な不信を伝達している。利用可能な直接証

拠はすべて、MAS の教室で不都合な何かが起きていたという意見と矛盾す

るため、彼らの立場は正当化できない。

　最後に、MAS のプログラムが学問的に成功したプログラムであったこと

を考慮すると、それを排除しようとするこれら２人の公教育局長の決定は、

誰もが予想する結果とは乖離する。アリゾナ州の公教育に携わる職員は、学

問的に成功したプログラムを排除するのではなく、続けると誰もが予想する

だろう。Horne 自身、ツーソンのアジア系アメリカ人教育プログラムに対し

て A.R.S.§15-112を適用しなかったことを認めている。何故なら、彼は、同

プログラムは学問的に優れたプログラムであると述べているからである。
Horne と Huppenthal は MAS のプログラムは学問的に優れていると言われて

いたが、彼らはそれを信じることを拒否した。

　要するに、一連のできごとは、即座に拒絶された Cambium レポートを除

いては、MAS の教育とその効果についての誠実で客観的な評価をする意図

を含んでいなかったのである。その代わりに、A.R.S.§15-112の制定にあたり、

立法者、Horne そして Huppenthal は、MAS のプログラムに対する偏見に満

ちた評価に依拠し、またそれを示している。同法を MAS プログラムに対し

て執行するにあたり、ADE は、Huppental の指示のもと、教科書の文面か

らつまみ食いして、MAS の教師たちが政治的に過激な立場を促進している

と、証拠もなしに決めつけた。

　Tashima 裁判官は、以上のように述べたうえで、A.R.S.§15-112は、差別

的な目的により制定され、執行されたと判断する。Huppanthal の敵意に満

ちたブログコメントは最も重要な証拠である。MAS プログラムに対する同

法の制定と執行は、反メキシコ系アメリカ人的な姿勢に動機づけられたもの

である。

②　修正１条についての判断

　続いて、Tashima 裁判官は、修正１条について判断する25）。
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　生徒は、情報や思想を受領する権利をもっており、その権利は、学校のカ

リキュラム設計という文脈においても適用される。

　原告は、州が示した理由が、表面上は正当な教育的なものであるが、実際

には他の不法な目的を覆い隠すものであると証明したならば、修正１条の侵

害を立証できる。Pico 判決では、相対多数意見が、教育委員会の裁量は、

党派的あるいは政治的なやり方で行使されてはならないと述べた。Picoでは、

最高裁は、生徒が修正１条の権利を侵害されたか否かを判断するために、教

育委員会の行為の背後にある動機を考察しなければならないと述べた。許さ

れない動機には、人種的悪意が含まれる。反対意見を執筆した Rehnquist 裁

判官も、教育委員会の裁量は、党派的あるいは政治的なやり方で行使されて

はならないという点には同意している。同裁判官は、図書館の本を取り除く

ことに対する許されない動機には、人種的憎悪が含まれるという点にも同意

した。つまり、最高裁の５人のメンバーが、修正１条は、学校職員に対して、

党派的、政治的あるいは人種差別的な目的を促進するために学校の図書館か

ら物を取り除くことを禁止しているという見解を述べている。

　Pico はカリキュラムではなく図書館に関する事件だったが、第９巡回区

控訴裁判所の Monteiro 判決は、修正１条を学校のカリキュラムの文脈に拡

大して Pico 判決に依拠した。さらに、第２、第６、第８そして第10巡回区

控訴裁判所は、すべて学校のカリキュラムの事例において、口実に基づいた

修正１条の主張を認めている。本件において、原告の修正１条の主張は、人

種差別を減らすという A.R.S.§15-112の目的は、ただの口実の目的であり、

同法は実際には、政治的、党派的、そして人種差別的な理由に基づいて制定・

執行された、というものである。

　当裁判所は、同法の制定と執行は人種的な憎悪に動機づけられたものであ

るため、原告は修正１条の主張を立証したものと結論付ける。同じ証拠が、

被告が原告の修正14条の権利を侵害したという結論及び、原告は A.R.S.§

15-112を不当な動機のために制定・執行したという結論を支持する。

25）　Id. at 972-974.
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　更なる証拠が、原告が政治的な利益を得るためにこれらの差別的な目的を

追求していたことを示している。Horne と Huppenthal は両者とも、演説や

ラジオ広告などを含む2011年のキャンペーンにおいて、MAS プログラムに

対する彼らの努力を繰り返し指摘している。MAS のプログラムに対する関

心は野火のように州の至る所に広がっていたため、この争点は候補者にとっ

ては政治的な恩恵であった。Huppenthal は、A.R.S.§15-112の施行日を、彼

が教育局長を引き継ぐ日まで遅らせていた。この行為についてのもっともあ

りうる説明は、Huppenthal は MAS プログラムに終止符を打つことで政治的

信用を得ようとしていたというものだ。Horne は、彼自身への政治的な信用

を得ようとして、施行日よりも前に濫用的なやり方で finding を発表した。

　Huppenthal はまた、MAS に関する論争を政治的な用語で明確に枠づけた。

彼は、MAS との争いの中で、彼の使命を打ち破ろうとする多くの力と共に、

自身を「保守的」とみなしていた。

　この争点を他の視点からみると、原告は、MAS プログラムに対する
A.R.S.§15-112の制定・執行を動機づける正当な教育的目的が存在しないこ

とを証明することで、修正１条の主張を立証した。第１に、MAS のプログ

ラムが人種差別を助長しており、それを排除することが人種差別を減らすで

あろうと信じる正当な理由が原告にはない。Horne の調査は一方的なもので

あり、ほとんど証拠がない。Huppenthal の調査は、結果志向的なものであり、

また、彼は、独立した高評価の専門的なカリキュラムコンサルタントの調査

結果を信用できる理由なしに却下している。第２に、カリキュラムについて

の被告の重点は、A.R.S.§15-112が侵害されたという調査結果を支持するも

のではないので、口実である。最後に、MAS プログラムに対する「永遠の」

「戦争」を描く Huppenthal のコメントは、TUSD の生徒の福祉についての関

心がないことを表している。これらのコメントは、学校区に対する政治的な

闘争に勝利することへの固執を示している。当裁判所は、いかなる教育的動

機も否定して、MAS のプログラムに関する決定は、人種に基づく恐怖を利

用することにより政治的アジェンダを促進したいという願望に動機づけられ
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たものであると確信した。

２　若干の検討

　はじめにで述べたように、アメリカでは、教育における人種差別撤廃のた

めの救済手段の１つとして、民族教育は発展してきた。アリゾナ州は、戦争

による割譲により得られたものであり、メキシコ系アメリカ人に対する排除

の長い歴史がある26）。MAS プログラムにより、メキシコ系アメリカ人の生

徒は鼓舞され、同プログラムをうけていない生徒よりも良い成績を収めるよ

うになったといわれる27）。本件では、このように成功を収めているプログラ

ムを禁止する法律が制定・執行されたことが問題となった。１で概観した通

り、第９巡回区控訴裁判所およびアリゾナ地区連邦地方裁判所は、A.R.S.§

15-112が修正14条及び修正１条に反するか否かについて検討している。以下

では、本件をめぐる憲法上の論点をいくつか検討する。

（１）　立法目的

①　差別的意図

　A.R.S.§15-112は、文面上は、特定の人種または民族を標的にしたもので

はない。しかし、Arce 判決、Gonzalez 判決ともに、同法が、メキシコ系ア

メリカ人に対する Huppenthal や Horne が差別的意図を有していたことまた

はメキシコ系アメリカ人に対する敵意を抱いていたことを理由としていたこ

とを問題とする。ここで、両判決が先例としたのは、Arlington Heights 判決

である28）。連邦最高裁は、1976年の Washington v. Davis で、人種的不均衡が

26）　Guadalupe T. Luna, Latcrit Praxis: Arce v. Huppenthal, 10 Charleston L. REV. 277, 278 
（2016）.

27）　Id.

28）　Arlington Heights 判決については、岡田高嘉「意図せざる差別の憲法的規制（１）」広島法
学37巻３号（2014年）168、144頁、岡田高嘉「アメリカの平等保護理論における差別的意図の
要件」広島法学39巻２号（2015年）234、221頁、安西文雄「法の下の平等について（３）」国
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存在する場合であっても、差別的な意図あるいは目的がないと平等保護条項

違反とはならないとしていた29）。

　Arlington Heights 判決では、連邦最高裁は、Davis を引用し、平等保護条

項違反とするには、人種差別的な意図あるいは目的の証明が求められると述

べる30）。ただし、連邦最高裁は、原告は、問題となった行為が人種差別的な

目的のみによってなされたことを証明することまで求めてはおらず、それが

主要なものであればよいと指摘する31）。そして、差別的な意図あるいは目的

があったか否かを検討する際の考慮要素として、（１）公権力の行為のイン

パクト及び、それが人種的マイノリティに対して、他の手段と比べてより多

く影響しているか否か、（２）その決定の歴史的な背景、（３）訴訟へと導い

た特定の出来事の結果、（４）通常の手続きまたは実質的な結論からの被告

の乖離、（５）関連する立法過程及び行政過程を挙げる32）。

　Davis 判決以降、連邦最高裁が要求する、差別的意図の証明は従来厳しく

批判されている33）。Arlington Heights 判決が示した要件は、「Davis 判決より

も精緻」であり、「差別的意図を分析するための客観的要素を提示することで、

政府の意図ないし目的を見分ける枠組みを構築しようとしたといえる」と評

されることもある34）。しかし、Davis判決に依拠するArlington Heights判決も、

同様の批判がなされるだろう。これらの判決により課される基準は、特に人

種的マイノリティに対して非常に重い立証責任を課している点で問題であ

る。Davis 判決でも Arlington Heights 判決でも、差別的意図はなかったとし

て合憲と判断されている。ただし、Gonzalez 判決では、Arlington Heights

判決の基準に従ってもなお被告の差別的な目的が認定されている。

家学会雑誌110 巻７・８号（1997）37-39頁等を参照。
29）　Washington v. Davis, 426 U.S. 229（1976）.
30）　Arlington Heights, 429 U.S. at 265.
31）　Id.

32）　Id. at 266-268.
33）　拙著『ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察――表現の自由のジレンマ』（法律文化社、

2017年）118-119頁及びそこで挙げられている文献を参照。
34）　岡田・前掲注28・225頁。
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　被告は、３つの理由から、Arlington Heights 判決の要件は満たしていない

と主張する。まず、原告が、問題となった州法の１つの適用例が、同法の人

種差別的な性質を確立するような不均衡を示すと主張したのに対して、被告

は、ただ１つの適用例では、人種以外では説明できない明確なパターンがあ

ることを示してはいないと主張する35）。被告によると、すべてのアリゾナ州

のカリキュラムに実施することはできない、MAS のプログラムがアリゾナ

州で最も大きなものであった、など、様々な理由により、教育局長の行為が、

差別的な意図によるものではなく、合理的に正当化できるものである36）。次

に、原告は、立法者の声明が、その差別的な意図の証拠となると主張するが、

被告は、これらの証拠は確かなものではないと主張する37）。被告は、たった

１人の立法者の見解は――たとえその法案の提案者であっても――支配的と

はならないと主張する38）。また、立法者個人の、立法過程とは関係にないコ

メントは、法律の文言や委員会のレポートにより支持されるなどしない限り

は、法案に投票する全体によるものではありえないと主張する39）。最後に、
Horne が通常の手続きから離れたことを、差別的意図を示すことであるとす

る原告の主張に対して、被告は、原告から Finding を不当に強調していると

主張する40）。

　これに対して、Gonzalez 判決では、直接・間接を問わず様々な証拠が差

別的意図に基づいて制定・執行されたことを示しているとする。州は明らか

に MAS のプログラムのみを標的としている。また、他の類似した民族教育

プログラムがあるにもかかわらず、それらが A.R.S.§15-112に反しているか

が検討すらされていない。Horne は、MAS のプログラムを廃止するために、

35）　Appellees’ Principal and Response Brief, Arce v. Huppenthal, Nos. 13-15657, 13-15760 （9th 
Cir. Mar. 3, 2014） at 38.

36）　Id. at 38-39.
37）　Id. at 39.
38）　Id.

39）　Id. at 40.
40）　Id. at 41.
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ロビー活動を始めて、同法の成立に密接にかかわっている。Honre の呼びか

けに答えたアリゾナ州上院議員 Russel Pearce や Jonathan Paton などより、
A.R.S.§15-112成立前に、いくつかの法案が提出されている。これらの法案は、

いずれも MAS を標的にしている。Gonzalez 判決によると、Pearce 議員は、
MAS プログラムは「反アメリカ的なヘイト・スピーチ」であると信じてい

たとされる41）。また、同州下院議員 Steve Montenegro は、MAS では、「白人

の罪悪や、ここ我々の土地であったこと、そして今こそそれを取り返す時で

あること」を教えていたとして、同法を支持している42）。これらの事実から

考 え る と、A.R.S.§15-112は Arlington Heights の 要 件 を 満 た す と し た
Gonzalez 判決は妥当だと考えてよいだろう。

②　敵意の法理

　Gonzalez 判決において、差別的意図の有無を検討する際に、Tashima 裁判

官は、Horne や Huppenthal のメキシコ系アメリカ人に対する敵意について

何度も言及している。連邦最高裁は、「政府の行為（法令を含む）が特定の

集団に対する敵意に基づいている場合、それは厳格審査に服するかまたはそ

のまま違憲になるという法理43）」を発展させてきたといわれる。これを「敵

意の法理（animus doctrine）」と呼ぶ44）。ここでいう敵意とは、「政治的に不

人気な集団を害そうという、議会のありのままの願望45）」である。

　Tashima 裁判官は、敵意の法理に言及してはいないが、Arce 判決におい

て第９巡回区控訴裁判所に提出されたアミカスブリーフの１つは、同法理に

着目して、A.R.S.§15-112は特定の民族に対する敵意に基づいて制定された

41）　Gonzalez, 269 F.Supp.3d at 954.
42）　Id. at 955.
43）　大林啓吾「現意

4 4

主義――ケネディ裁判官の法思想」［2019-１］アメリカ法１、20頁。なお、
連邦最高裁がどのような場合にこの法理を適用するのかは明確ではない。

44）　敵意の法理については、大林啓吾「敵意の法理」千葉大学法学論集33巻３・４号（2019年）
100頁が詳細に検討している。

45）　Warren Institute, supra note ７ at 13 （citing U.S. Department of Agriculture v. Moreno, 413 
U.S. 528, 534 （1973））.



民族教育に対する差別的意図に基づく州法と司法審査 341（823）

ものであるため、修正14条に反すると主張する46）。それによると、最高裁は、

敵意を認定するにあたり、２段階で審査している47）。

　まず、裁判所は、州が特定の集団を害しようという願望を持って行動した

という証拠があるか否かを決定する（①）48）。この段階では、例えば立法過

程が、その集団に対する敵意が法の制定を動機づけていることを示している

か否か、州の行為がその集団に対する一般的な偏見と一致しているか、ある

いは州の行為が、似たような状況の手段を別に扱っているか、などの要素が

判断材料となる49）。特定の集団に対する敵意が認定されたら、次に、裁判所

は、州が追及する利益が正当であるか、また州の行為がその目的を達成する

ために合理的に関連したものであるか否かを決定するために、その目的を詳

細に審査する（②）50）。

　同ブリーフは、この２段階の枠組みで検討して、A.R.S.§15-112は１つの

集団に対する敵意に基づいて制定されたため、修正14条に反すると主張する。

まず①について、同ブリーフは、ⅰ⃝Horne が、何人かの生徒が沈黙による抗

議を行った後、彼の次官を中傷したという理由で MAS コミュニティを批判

した、ⅱ⃝立法過程における、A.R.S.§15-112を支持する証言は、専らツーソ

ンの MAS プログラムに焦点を当てていた、ⅲ⃝州は、A.R.S.§15-112が施行さ

れる前に、ツーソンの MAS プログラムに対して、調査・解散するよう命じ

46）　同ブリーフは、敵意の認定は極めて事実に依拠するものであるため、職権でサマリージャッ
ジメントを出した Arce 判決の下級審を批判している。

47）　Masterpiece 判決のように、①が認定されたら即違憲であるとしている判決もみられる。See 
Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, 138 S. Ct. 1719 （2018）； 大林啓吾
によると、Masterpiece 判決は信教の自由に関する事案であったため、そのような判断となっ
たものであると考えられる。つまり、「信教の自由は国家に対し、宗教に対して中立的である
ことを要請する」ことから、「特定の宗教に対して敵意に基づく対応を行った場合、それは直
ちに信教の自由を侵害すること」になるからである。大林・前掲注44・71頁。本件ではそのよ
うな事情がないため、正当化審査が必要になるものと思われる。

48）　Warren Institute, supra note 7 at 15.
49）　Id. at 16.
50）　なお、連邦最高裁は、信教の自由や表現の自由が問題となる領域では、敵意それ自体がただ

ちに違憲となりうるとしてきたと指摘される。大林・前掲注44・72頁。
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ていた、ⅳ⃝MAS プログラムは生徒の成果を促すものであり、A.R.S.§15-112

には違反しないと結論付けた審査（Cambium Report）を無視した、ⅴ⃝州は、
MAS プログラムが生徒の成果を劇的に改善させたことを示す TUSD の独自

のデータや専門委員（Cabrera Report）の独立した研究を無視した、ⅵ⃝州は、

プログラムを修正するよりも、完全にそれを廃止しようとしており、MAS

の他のプログラムが定着することを妨害しようとしてきた、ⅶ⃝州は、たとえ

他のいかなるプログラムが同法に違反しているであろうと認められていたと

しても、それらを調査することはなかった、ⅷ⃝アングロアメリカン、アフリ

カ系アメリカ人、アジア系アメリカ人、ネイティブアメリカンなどのプログ

ラムといった、他の似たような状況にあるコミュニティを別異に扱ってきた、

といった点を挙げて、被告の敵意を指摘する51）。これらの点は、Gonzalez 判

決も概ね認定している。また、同判決は、Huppenthal の匿名ブログのコメ

ントが、最も重要な証拠であると述べている52）。何故なら、それらは彼が敵

意を隠していることを明白に示しているからである。

　次に、②について、同ブリーフは、アフリカ系アメリカ人研究などの他の

プログラムも A.R.S.§15-112に違反するであろうと認識していたにもかかわ

らず、専ら MAS を対象としてきた点を指摘する53）。また、同ブリーフは、

州は他の正当な目的を示そうとしたが、州の行為はこれらの目的とは関連性

がない点、そして、A.R.S.§15-112は明らかに公教育の目的とは関連性がな

い点、MAS プログラムは他の民族教育プログラムと相違がない点を挙げ、

州の行為は正当な目的と関連性がないと主張する54）。

　被告は、１人の立法者の見解だけでは差別的意図の証明にはならないと主

張している。それでは、どのような場合に立法者の敵意が認定されるのだろ

うか。たとえば、Susannah W. Pollvogt は、立法過程における私的な偏見の

51）　Warren Institute, supra note 7 at 19-20.
52）　Gonzales, 269 F.Supp. 3d at 972.
53）　Warren Institute, supra note 7 at 22.
54）　23-24.
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直接的な証拠を指摘するやり方、または法の構造に基づいた敵意を推認する

ことを支持するやり方の２つがあると指摘する55）。Gonzalez 判決では、まず

前者が認定されている。Pollvogt は、立法者や私人によりなされた、法の真

の機能――私的な偏見の存在の認識、むき出しの道徳的な不同意、ステレオ

タイプや恐怖の表明――を明らかにする様々な感情がこれにあたると述べ

る56）。ここでは、問題となった州の行為に関連している全員が敵意を表明し

ていることは求められていない。Masterpiece 判決においても、２人の委員

が敵意を表明したことが問題とされている57）58）。本件に関しては、Gonzales

判決で認定されたように、A.R.S.§15-112の制定・執行を主導した Horne や
Huppenthal だけではなく、同法に賛成したほかの議員もメキシコ系アメリ

カ人に対する敵意を表明していた。また、同法の制定は通常の手続きから明

らかに逸脱していた。これらの事情に鑑みると、A.R.S.§15-112はメキシコ

系アメリカ人に対する敵意を理由として制定されたとみてよいだろう。

55）　Susannah W. Pollvogt, Unconstitutional Animus, 81 FORDHAM L. REV. 887, 926 （2012）.
56）　Id. at 927.
57）　Masterpiece, 138 S. Ct. at 1729； この点を批判するものとして、Leslie Kendrick & Micah 

Schwartzman, Comments, The Etiquette of Animus, 132 HARV. L. REV. 133 （2018）； なお、こ
の点について大林は、「部分的にであるにせよ敵意が存在する以上、少なくともその部分は不
当な政府目的であり、合憲性の判断に影響を与えることは避けられない。そのため、立法目的
や立法動機に複数の要素がある場合は敵意の強弱の程度や立法目的に占める割合、そして尊厳
の侵害の有無などを考慮しながら合憲性を判断することになろう」と指摘する。大林・前掲注
44・61頁。

58）　市の開発計画に反対した男性 Lozman が逮捕されたことについて、それが報復措置であるか
否かが問題となった事件で、Kennedy 裁判官は、市議会の非公開委員会において、委員の１
人である Elizabeth Wade が、Lozman を「脅す」と発言しており、それに他の議員が肯定的に
反応した点を指摘する。Lozman v. City of Riviera Beach, Fla., 138 S.Ct. 1945, 1949 （2018）； 同
判決については、大林啓吾「犯罪が行われたと信じるに足る相当な理由があれば、当該逮捕が
以前に行った表現に対する報復措置であるという主張を退けることになるか――ロズマン判
決」判例時報2399号（2019年）115号を参照。
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（２）　生徒の修正１条の権利

①　情報受領権

　両判決とも、生徒の修正１条の権利に言及している。Arce 判決は、
A.R.S.§15-112 のうち、（A）３のみが過度に広範であるとしているのに対し

て、Gonzalez 判決は A.R.S.§15-112の制定及び執行が、生徒が情報と思想を

受領する修正１条の権利を侵害するとする。ここで裁判所が引用する判例は、
Pico 判決である。Pico 判決では、学校の図書館から特定の内容の書籍を取

り除くことが問題となった。Brennan 裁判官による相対多数意見は、情報を

受領する権利の重要性を指摘59）したうえで、州は学校図書館の内容を決定

する大きな裁量を持っているが、「その裁量は偏狭な党派的あるいは政治的

なやり方で行使されてはならない」と指摘する60）。そして、「教育委員会は、

ただその書籍に含まれている思想を嫌っており、その除去によって政治、ナ

ショナリズム、宗教あるいはそれ以外の意見に関する事項について何が正統

であるべきかを定めることを求めるという理由で、書籍を学校図書館の棚か

ら取り除いてはならない」と述べる61）。

　Pico 判決と本件とでは、事例が異なるとの主張もありうる。これに対し

て Gonzalez 判決は、Pico 判決の法理は、学校のカリキュラムにも及ぶと判

断した。Gonzales 判決が引用する第９巡回区控訴裁判所の Monteiro 判決は、

修正１条に関する２つの原則がカリキュラムには妥当すると述べている。１

つ目は、情報を流通させる権利は、必然的にそれを受け取る権利を保護する

ため、情報受領権は、自由な表現及びプレスの権利に内在する帰結であると

いうものである。２つ目は、生徒は、自身の思考を自由に構築するために、

広い範囲の情報を受け取る権利を有しているというものである62）。また、同

59）　Pico, 457 U.S. at 867-868.
60）　Id. at 870.
61）　Id. at 872.
62）　Monteiro, 158 F.3d at 1027.
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判決は、「思想を受領する権利及び、それと自由な表現との関係は、教室と

いう環境においても特に妥当することを最高裁が認めてきた」と指摘す

る63）。すなわち、州や教育委員会には大きな裁量があるが、その裁量は、「修

正１条の卓越した要請と調和する方法で行使されなければならない」のであ

る64）。

　このように、カリキュラムについても、Pico 判決の射程は及ぶと考えら

れる。そこで、問題となった州法が、「党派的、政治的あるいは人種差別的

な目的を促進するか否か」を検討しなければならない。Gonzalez 判決が認

定する通り、Horne や Huppenthal が、本件で問題となった州法を自身の選

挙運動に利用した点や、両者の発言を前提とするならば、少なくとも Horne

や Huppenthal は、「党派的、政治的あるいは人種差別的な目的を促進する」

ために特定のカリキュラムを制限したといってよいだろう。

②　政府言論

　被告は、カリキュラムは、生徒や教師の表現のためのフォーラムを作り出

すものではなく、いわゆる政府言論であると主張する65）。被告は、第９巡回

区控訴裁判所の Downs 判決66）や第５巡回区控訴裁判所の Chiras 判決67）を引

用して、「政府は、その教育機関も含めて、自身が選択した政策や価値を促

進する、フォーラム分析や見解中立の要求に拘束されない裁量を有する」と

主張する68）。Downs 判決で問題となった学校区の掲示板や、Chiras 判決で問

題となった教科書に対する助成をするか否かを決定する州教育委員会の権限

63）　Id.; Monteiro 判決は、「教室は独特の『思想の自由市場』である」という Keyishian v. Board 
of Regents of University of State of N.Y., 385 U.S. 589 （1967）を引用している。

64）　Monteiro, 158 F.3d at 1027.
65）　Appellees’ Principal and Response Brief, supra note 35 at 26.
66）　Downs v. L.A. Unified School District, 228 F.3d 1003 （9th Cir. 2000）.
67）　Chiras v. Muller, 432 F.3d 606 （5th Cir. 2005）.
68）　Appellees’ Principal and Response Brief, supra note 35 at 27； 被告はまた、Chiras 判決が引

用した Rust v.Sullivan, 500 U.S. 173 （1991）や Rosenberger v Rector, 515 U.S. 819 （1995）に言
及して、カリキュラムが「政府言論」であると主張した。
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については、政府言論であるといってよいだろう。これに対して、第９巡回

区控訴裁判所に提出された原告のブリーフは、Downs 判決は、その射程が

狭いことを強調していることを指摘して、本件には適用できないと主張す

る69）。この点について、Arce 判決は、被告が示す先例は、生徒の修正１条

の権利に関するものではないため、本件には適用できないと述べている70）。

む　す　び

　これまでみてきたように、民族教育を禁止した A.R.S.§15-112は、修正14

条及び修正１条に反するか否かが問題となった。本稿は、A.R.S.§15-112を

めぐる裁判について概観するだけにとどまった。最後に、本稿が注目した点

と課題について触れておきたい。

　確かに、差別的意図の要求や敵意の法理については様々な批判はある。し

かしながら、本件で問題となった A.R.S.§15-112がそうだったように、文面

上中立ではあるが明らかな差別的意図あるいは敵意があるような場合には有

用な法理ではある。これらの法理の問題点及びその発展可能性についての検

討は別稿に委ねたい。また、本件が、生徒の情報受領権が侵害されたか否か

について、カリキュラムという文脈にも Pico 判決の法理が及ぶとした点も

重要である。教育については、州が広い裁量を有している。法案の制定に関

わった者が「党派的、政治的あるいは人種差別的な目的を促進」しようとし

た場合には違憲としうるとする Pico 判決の法理の射程を探ることは、教育

に関する広い裁量の統制という点で、重要な意味を持つ。Pico 判決の射程

がどこまで及ぶのか等、課題も多いが、この点に関しても、別稿でさらに検

討したい。

69）　Brief of Appellants, Arce v. Huppenthal, Nos. 13-15657, 13-15760 （9th Cir. Nov. 18, 2013）.
70）　Arce, 793 F.3d, at 982.




